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ソーシャル・ビジネスに関する一考察
── 「株式会社せん」の事例 ── 

管　　野　　秀　　幸＊

Abstract

　　The aging society with a low birthrate and population reduction has progressed in Japan.　To promote com-
munity development and revitalization, the expansion of tourism has become important.　Due to the expansion 
of tourism in the region, promoting regional initiatives have been tried.　For the creation of social innovation, 
“social business” has been attracted attention.
　　Social business is defined that instead of national policy and taxes, private organizations solve social prob-
lems by using business techniques.　Furthermore, social business is related to social entrepreneurship and 
social innovation.
　　“Sen Co., Inc.” is the general commercial company which manages dispatching “Maiko Akita” and “Akita 
cultural and industrial facility ; Matsushita”.　For solving social problems in the region, this company coordi-
nates the promotion of tourism.　Local firms hold a stake in the company.　Local governments support this 
company.　Ms. Mizuno has been said social entrepreneur.　She founded the company and expands business 
activities.　It is not just a new business model, but it might be said social innovation.
　　People in the region discover the diverse social entrepreneur because they propose to solve social 
problems.　They should train and support to social entrepreneurs, to build sustainable business models.　Those 
activities might encourage social innovation in that region.

1.　は じ め に

わが国の人口は，総務省の人口推計1）による
と，2005（平成 17）年に戦後初めて前年を下回っ
た後，2008（平成 20）年に 1億 2,808万人でピー
クとなり，2011（平成 23）年以降，継続して

　＊　 東北電力株式会社ビジネスサポート本部資材部
副部長。本稿の執筆にあたって，2017 （平成 29）
年 5月 26日に株式会社せん代表取締役水野千夏
氏からインタビュー調査へご協力をいただいた。
ここに記して，同氏へ感謝申しあげたい。

 1）　総務省統計局　http://www.stat.go.jp/data/jinsui/ 

2.htm#annual。

減少している。特に，東北地域においては，少
子高齢化が進展するとともに，人口減少が進行
している県が数多くある。
こうした地域においては，少子高齢化や人口
減少を解消することが求められるが，地域の構
造的な問題を孕んでいるため，実際にはその根
本的な解決が困難な状況にある。そこで，新た
な取り組みとして，地域における交流人口いう
視点から，地域活性化を実現しようとしている。
すなわち，地域の振興や活性化を図っていくた
めに，観光などをはじめとする交流人口の拡大
を図っていくことが重要となっている。
交流人口を拡大していくためには，地域にお
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けるさまざまな資源を認識するとともに，それ
らを磨きあげていくことが求められる。また，
地域に根差した文化を再構成することによっ
て，新たな地域資源として発信することも必要
である。さまざまな地域において，交流人口を
増大させることによって，地域を振興し，活性
化していこうという取り組みが試みられてい
る。
そうした取り組みにおいて，地域における新

たなイノベーションの創出という視点から
「ソーシャル・ビジネス」に注目が集まっている。
地域を振興し，活性化していくため，社会的な
課題を解決していく役割を担うソーシャル・ビ
ジネスが地域におけるイノベーションを促進し
ていくことに期待が寄せられている。

2.　ソーシャル・ビジネスに関する考察2）

2.1.　ソーシャル・ビジネスの概念

ソーシャル・ビジネスは，その活動領域の多
様さ，活動形態の多様さから，その定義や意味
は使用する人によって微妙に異なっていること
が現実といえる。ただし，社会的な課題や問題，
すなわち「環境」「雇用」「格差」「地域」「教育」
などをはじめとしながらも，未だに顕在化して
いない領域も含めた社会的課題・問題を解決す
るという目的が共通しているところに特徴があ
る。

2.2.　ソーシャル・ビジネスの活動領域

ソーシャル・ビジネスの定義は，「社会的課
題の解決を国の政策や税金を使わずに，民間が
ビジネス手法を使って解決すること」とされて
いる3）。そこには，活動の採算性までを視野に

 2）　平田譲二編著，福島路，平田光子，李美順，
中村大作，長田貴仁，横山恵子『ソーシャル・
ビジネスの経営学』中央経済社，2012年。

 3）　米倉誠一郎監修，竹井善昭『社会貢献でメ
シを食う』ダイヤモンド社，2010年。

入れながら，組織的に活動することが意図され
ているといえる。
ここでは，ボランティア活動や慈善活動が無
償や奉仕が前提とされていることに対して，
ソーシャル・ビジネスの活動は，採算性を重視
する点で異なっていることにある。また，ビジ
ネス手法を使う営利企業が利益の最大化を主目
的にしているのに対して，ソーシャル・ビジネ
スは，社会的課題の解決を最優先とする点で異
なってもいる。つまり，ソーシャル・ビジネス
の重要な点は，そのプロセスではなく，活動の
「結果」や「成果」が社会的課題を解決する，
あるいは従来の社会の枠組みを変えることとい
える4）。
純粋な社会貢献と純粋な商業主義を両極とし
た連続帯の間には，その他のさまざまな関係者
とその活動形態が存在する。国際的な活動を行
う NGO5）組織による支援，一般 NPO6）法人によ
る支援，協同組合や医療法人などに代表される
中間法人による支援，準公共財7）を生産・供給

 4）　Mar t in ,  R .M,  and  S .  Osberg ,  “Soc i a l 

Entrepreneurship : the Case of Definition”, Stan-

ford Social Innovation Review, Spring 2007.

 5）　NGOとは，non-governmental organizationの
略で，国際協力に係わる非政府組織・民間団体
のことを指す。日本では NPO法人になってい
る場合が多い（平田譲二他［2012］）。

 6）　NPOとは，non-profit organizationないしは
non-for-profit organizationの頭文字をとった名
称であり，日本語では一般に「民間非営利組織」
と呼ばれている。広義には，公益的なボラン
ティア団体から共益的な親睦会などの非営利
組織までを含む概念といえる。1998（平成 10）
年に成立した「特定非営利活動促進法」は，そ
うした非営利組織に法人格を与えることとし，
同法に基づいて認定された法人を「NPO法人」
と呼んでいる（仙台 NPO研究会『公務員のた
めの NPO読本』ぎょうせい，1999年）。

 7）　私的財でも公共財でもないもののこと。公
園や道路などが含まれる（平田譲二他［2012］）。
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する FPO8）組織による支援などである（図表 1）。
ここでは，「個人/企業による寄付」と「企業

による営利活動」を除いた中間帯の関係者を直
接の実行主体とする活動を，広義のソーシャル・
ビジネスとして捉えることができる。ただし，
前述のとおりソーシャル・ビジネスの定義につ
いて，米倉誠一郎他［2010］が「社会的課題の
解決を国の政策や税金を使わずに，民間がビジ
ネス手法を使って解決すること」としているこ
とから，ソーシャル・ビジネスを語るには「ビ
ジネス手法」の活用という条件が必要とされる
と考えるのが妥当であろう。企業における営利
活動では，ビジネス手法は当然必要とされるも
のであるが，ソーシャル・ビジネスにおけるビ
ジネス手法とは，これとは別の何か特別なもの
なのだろうか。ビジネス手法という概念に着目
して，ソーシャル・ビジネスの概要を深掘りし
ていく。

2.3.　ソーシャル・ビジネスの活動形態と事例

図表 1で示された活動領域に沿って，その活
動形態を簡単な事例とともに見ていくこととす
る。

2.3.1.　企業

ソーシャル・ビジネスを行う企業で必要とさ
れるビジネス手法とは，一般の営利企業のビジ

 8）　FPOとは，for-profit organizationの略で，一
般の営利企業のこと（平田譲二他［2012］）。

ネス手法の基本的要素と何ら変わるところはな
い。違いを強いていえば，理念を最大限に優先
して，さまざまな活動を理念に沿って組み替え
る点があげられる。
株式会社スワンは，「クロネコヤマトの宅急
便」のビジネスを立ち上げた故小倉昌男氏がヤ
マト福祉財団とヤマトホールディングス株式会
社とともに設立したもので，売れる商品作りを
目指すベーカリー（パン屋）である。一般的な
ベーカリーは店舗内作業が複雑なために，障が
い者の作業として無理な部分が多い。こうした
事業実態に対して，冷凍パン生地を導入するこ
とによって作業を簡素化し，事業として確立さ
せたものである。
スワンベーカリーは，「アンデルセン」や「リ
トルマーメイド」を展開するタカキベーカリー
が開発した冷凍パン生地の供給を受け，2012

（平成 24）年 6月現在，全国に 30店舗を展開
している。しかも，一般的な障がい者の平均月
給が 1万円以下という現実の中で，株式会社ス
ワンでは月収 10万円以上を実現しているとの
ことである。

2.3.2.　協同組合

協同組合の形態でソーシャル・ビジネスを手
掛けているところはそれほど知られていない
が，北海道の足寄町にある「とかちペレット協
同組合」があげられる。
「とかちペレット協同組合」は豊富な森林資
源を生かして木質ペレットを製造・販売してい
る。木質ペレットとは，丸太，樹皮，枝葉など
の原料を細かく顆粒状に砕き，それを圧縮して
棒状に固めて成型したものである。燃料として
使用されるが，エネルギー量が高く，燃焼効率
も良いために一酸化炭素をほとんど出さない再
生可能エネルギーといえる。
この事業には，「あしょろしんりん工房」と「足
寄町木質ペレット研究会」という 2つの組織が
協力している。任意団体である「あしょろしん
りん工房」は地域の課題について自由に意見を

図表 1　ソーシャル・ビジネスの活動領域

　出所 : 平井譲二他［2012］
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交換する場として機能し，産学官で立ち上げた
「足寄町木質ペレット研究会」では木質ペレッ
トの普及活動や製造プロセスの改良検討を行っ
ている。こうした外部組織の協力のもとで，「と
かちペレット協同組合」が木質ペレットの製造・
販売を行っている。
このペレットは主に足寄周辺（40 km圏内）

のカラマツを原料として，十勝管内をはじめと
して道内各地の燃料店やホームセンターで販売
されている。ただし，このペレットを遠くの地
域に運んでいては輸送コストのみならずエネル
ギー消費につながるために，需要の多くの部分
は足寄町役場の新庁舎の暖房用燃料として使用
されている。

2.3.3.　医療法人

非営利組織である医療法人のビジネス手法と
して，東京の銀座菊池病院の経営からスタート
した湖山医療福祉グループの事例があげられ
る。
湖山医療福祉グループは，病院経営を基盤と

しながら，介護老人保健施設を医療法人財団や
医療法人社団として多数設立し，現在に至る組
織である。また，活動実態に即して，その他の
形態すなわち社会福祉法人，株式会社，有限会
社などを多数設立し，2017（平成 29）年 10月
現在で，29法人，214サービス拠点，542事業
所を全国的に展開し，職員総数が 9,500人を超
える巨大な医療法人グループである9）。
代表の湖山泰成氏が同グループのホームペー

ジ上で発信する意見は，大企業の経営者と何ら
変わらないビジネス・マインドが感じられる。
地方自治体が経営する病院などで経営の不振が
原因となって閉鎖されるところが多くあること
と比較すると，同グループのトップである湖山
氏がビジネス手法を如何にグループ内に根づか
せようとしているのかがよくわかる。

 9）　湖山医療福祉グループ　http://koyama-gr.

com/　湖山医療福祉グループ代表湖山泰成氏
の挨拶参照。

2.3.4.　NPO法人

ソーシャル・ビジネスに携わっている NPO

法人は数多くあるといわれるが，その一例とし
て特定非営利活動法人「フローレンス」のビジ
ネス手法をみてみたい。
子供が発熱している時や軽い病気の時に，一
般の保育園や幼稚園は子供を預かることを避け
ようとする。一方で，仕事を持つ親はどうして
も外せない仕事を抱えて途方に暮れる場合が多
い。世の中には「病児保育」のニーズが多く存
在しているにもかかわらず，誰もそのニーズに
対するサービス提供を行ってこなかった。フ
ローレンスは，地域の医師という人的資源，ま
た育児経験者でしかも自宅で保育の仕事をした
いと考えている人たちを人的資源と物的資源
（保育施設）と捉えて，病児を抱える親のニー
ズに適合させながら病児保育をビジネスとして
展開しているのである。

2.4.　 ソーシャル・ビジネスにおけるマネジメン
トの特徴とその本質

2.4.1.　ソーシャル・ビジネスの共感性

もともとは，政府や地方自治体が税金を使っ
て社会の課題・問題を解決している。その中で，
政府や自治体が直接行うとコストがかかりすぎ
る事業には，補助金や助成金の形で一部援助し
ながら，民間の活力に期待する。
しかしながら，補助金や助成金が継続的に入
る組織が競争意識を失うと，長い時間をかけて，
その活力を失い，外部からの援助により依存す
る体質になり，変革をしなくなるようである。
昔の国有企業である国鉄などが，その典型の組
織であったといわれている。
こうした仕組みを再び活性化するには，「外
部からの永続的な援助を期待しない」という発
想が必要となる。それが，民間から提供される
永続的ではないが自発的な資金を上手に活用す
るという考え方である。東日本大震災でも，子
供を含めた多くの人々が自発的に現金を寄付し
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た。同じように，世の中の財団や非営利組織は
無数の寄付によって維持されている。これは，
人が住みよい社会をつくるために自発的に資金
を提供できるということを証明している。ソー
シャル・ビジネスが目指すものに人々が共感す
れば，人々は賛同し，寄付や支援などの行動を
するのである。

2.4.2.　ソーシャル・ビジネスのしくみ

ある組織や団体が利他的な目標を掲げて収益
事業を行い，経費を差し引いた利益をビジネス
に再投資するだけで，投資家に利益配分しない
とするならば，誰もそのビジネスに投資しない
のであろうか。そのようなことにはならず，個
人が寄付をする代わりに，そうした組織や団体
に簡単に投資できるならば，多くの人々がこう
したビジネスに投資するはずである。さらに，
そうした組織や団体が外部からの知識や経験を
広く受け入れるならば，その理念に共感した多
くの人々が，知識，技術，経験，人脈などを提
供できる。
それでは，ソーシャル・ビジネスを実行して

いる側の現実はどのようなものかを，一般的な
ソーシャル・ビジネスの仕組みで見ていきたい。
前述した障がい者雇用のスワンベーカリー事

業を企画・実行した小倉昌男氏は，日本の障が
い者福祉の世界でビジネス手法への関心がまっ
たくなかったことに驚いている10）。共同作業所
では多くの障がい者を集めながら，サポートす
る側はごく少数のみで，障がい者の中で最も能
力の低い人に合わせた作業を行っている。それ
ゆえに，共同作業所が障がい者のデイ・ケアの
場所にはなっているものの，ビジネスとしての
生産拠点になっていないという。また，補助金
が期待できない条件下では，作業は低コストを
前提に組み立てられる。そのため，作業は缶や
ペットボトルのリサイクル（つぶす作業）や牛

10）　小倉昌男『福祉を変える経営 : 障がい者の
月給一万円からの脱出』日経 BP社，2003年。

乳パックのリサイクルでのハガキ作り，廃油リ
サイクルによる石鹸製造に終始している。
ここには売れる製品とは何かの概念がまった
く存在していない。しかも，それらの製品の販
売は共同作業所のバザーなどで，慈善的な気持
ちで購入してくれる人々に依存するだけであ
る。共同作業所の周辺地域では何が売れそうな
のか，売れる製品がどのように効率的に作ろう
か，どのように売ろうか，などという発想がまっ
たくないという。
一方，スワンベーカリー事業の成功のポイン
トは，次の 3点に集約できる。

①　 パンという日常的に売れる商品を選択し
たこと

②　 障がい者でも少しの訓練で作業ができる
ように，冷凍パン生地を導入したこと

③　 障がい者をサポートできる人をほぼ同数
以上採用して，障がい者の作業の向上に
気配りしていること

このような仕組みによって，障がい者が一般
学生アルバイト程度の時給を獲得でき，作業時
間にもよるが 10万円を超える月収を獲得する
ことができたのである。
従来の慈善活動ならば，1回の行為はそのま
ま 1回の効果で終わってしまう。しかし，ソー
シャル・ビジネスが一般化することによって，
図表 2にあるように，ビジネスに対する 1回の
資金の投入（投資）が持続可能な社会貢献とし
て定着することの意義は大きい。また，ソーシャ
ル・ビジネスへの投資は，それと同額の寄付金

図表 2　ソーシャル・ビジネスの一般化の意義

1 1回の投資によって成果が持続する可能性

2 成果に対する寄付に比較しての効率性

3 投資した領域の周辺での新しい投資先の再生産性

　出所 : 平井譲二他［2012］
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を社会的課題・問題へ分配する際に必要とする
費用を必要としないために，資金としての利用
効率が向上する。さらに，社会的にソーシャル・
ビジネスへの投資が増加すると，投資した領域
の周辺に新しいソーシャル・ビジネスが誕生す
る機会が増加することになる。

2.4.3.　ビジネス手法の本質

多くの社会貢献事業が，その対象が置かれて
いる環境を所与のものとして受け止め，変化さ
せられないものとして扱っている場合が多い。
障がい者の共同作業所の運営はその典型かもし
れない。たとえば，障がい者の作業能力は低い。
共同作業には大きなコストはかけられない。共
同作業所は障がい者だけを集める場所である。
このように，障がい者を取り巻く環境を定型的
に捉えてしまうと，デイ・ケアのための共同作
業所としての機能しか求めなくなる。
①　 特性受容（trait-taking）から特性創造
（trait-making）へ

国際的な経済支援も，支援対象の環境をその
まま受容する傾向が見られる。支援先の発展途
上国の個別の事業環境を所与のものとして受け
入れてしまうために，その国に不足している技
術や設備があると，それを先進国からそのまま
導入することになる。こうした資源11）は，時間
の経過とともに設備は老朽化し，技術も現地の
人々に伝わらないままに忘れられてしまい，そ
の国が一向に豊かにならない。そうした状況を
ドイツ生まれのアメリカの経済学者であった
ハーシュマンは，trait-taking（特性受容）の状
態とした。そして，発展途上国が真に豊かにな
るためには，支援する側が事業環境をそのまま
受け入れるのではなく，当該事業に必要とされ
る特性を発展途上国側が自ら作り出す必要があ
るとした。それが trait-making（特性創造）の
考え方である12）。

11）　事業経営に必要とされるものとして「経営
資源」とみなすことができる。

12）　アルバート・O・ハーシュマン『開発計画の

ハーシュマンの主張によると，発展途上国へ
の経済支援の本質は，不足している資源を補填，
供給することではなく，不足している資源を自
国で創れるようになるための「きっかけ」を与
えることになる。ソーシャル・ビジネスにおけ
るビジネス手法の導入もこの考え方とまったく
同様である。
スワンベーカリー事業は，障がい者の作った
ものはバザーでしか売れないという特性受容か
ら，一般顧客に売れるものを作るという特性創
造への転換であるといえよう。
②　ビジネスモデル
さらにビジネス手法の本質に迫るならば，ビ
ジネスモデルに言及する必要がある。フローレ
ンスのビジネスは，病児は預けられないという
特性受容から，医者の専門知識と預かる側の育
児経験を組み合わせると病児が預かれるという
特性創造を達成した。しかし，それだけではな
く，病児を預けたい仕事を持っている親，小児
科医，育児経験を持っている自宅で仕事をした
い主婦，この三者を結合することで，フローレ
ンスのビジネスモデルを成立させている。
つまり，彼らは潜在的な需要者と潜在的な供
給者が持つ情報をつなぐことによって，新しい
ビジネスモデルを創造したといえる。優れたビ
ジネスモデルは低いコストで大きな成果が期待
できる。さらに，そのビジネスモデルを若干変
形することで，新しい形態のビジネスも創造す
ることが可能になる。フローレンスの場合には，
自治体から安価に保育場所を賃借することで，
病児を預ける親にとって利便性の高い大規模な
病児保育のビジネスも始めることができた。

2.5.　機能と貢献領域

次に，ソーシャル・ビジネスがどのような領
域で貢献するのかを，その機能も確認しながら，
見ていくこととしたい。

診断』巌松堂出版，1973年。



─　　─117 （　　）117

2.5.1.　ソーシャル・ビジネスの機能

ソーシャル・ビジネスは社会に存在する課題・
問題を解決する目的で実行されるのだが，具体
的にはどのような機能に分かれているのだろう
か。ソーシャル・ビジネスの概念を広く捉えた
うえで，図表 3にある機能について検討してみ
たい。
①　経済的支援の機能
第 1は，課題・問題を解決するために経済的

支援をする機能である。もっとも一般的なもの
は，個人や企業，団体が現金を直接寄付するこ
とである。寄付されたお金は自由に使ってよい
場合もあれば，特定の目的に使用するように制
限が付けられる場合もある。現金以外の土地・
建物・設備・道具などの現物を寄付することも，
この機能の 1つと考えてよいだろう。
②　人的支援の機能
第 2に，個人や企業・団体に所属する人々が

単純労働力あるいは専門知識・専門技術を無償
で提供する人的支援の機能である。一般のボラ
ンティア活動では，単純労働力の提供が主たる
ものになる場合が多い。もちろん，今回の東日
本大震災に対する人的支援では，医師や弁護士
などによるプロボノ13）活動としての専門知識・
専門技能の提供が行われる場合もある。
③　 経済的・人的に支援された団体による社

会貢献に関する機能
第 3に，前述の 2つの機能に支えられた団体

が社会貢献事業を行う機能がある。1999（平成
11）年にノーベル平和賞を受賞した「国境なき
医師団（MFS : Médecins Sans Frontières）」は，
NPO組織としての NGOとして世界的に活動を
行っている。ちなみに，MSF日本の活動の経
済的基盤はすべて寄付によるものである。
④　主たる事業で社会貢献する機能
第 4に，企業や団体の主たる事業が生み出す

13）　ラテン語の pro bono publicoの略で「公共善
のために」という意味から，公益のために専門
知識を無償で提供する活動のこと。

製品やサービスが社会貢献となる機能である。
とかちペレット協同組合の事業は，通常なら廃
棄物となる森林資源を燃料ペレットにするとい
う付加価値をつけることで製品化に成功してい
る。フローレンスが提供する病児保育のサービ
スは，病児を抱える働く親へのサービスを提供
することで社会貢献をしている。
⑤　 主たる事業に対象の人々を参加させるこ

とで社会貢献する機能
第 5に，企業や団体の主たる事業に貢献対象

の人々を参加させることで社会貢献の機能を持
つものである。
障がい者がスワンベーカリーで働くことで，
彼らの収入が共同作業所より増加する。また，
英国で生まれたオピニオン誌「THE BIG 

ISSUE」は，ホームレスがこの雑誌を街頭で販
売し，その販売手数料を生活費にするという点
で，彼らに仕事を提供している。日本では，
2003（平成 15）年より日本語版がホームレス
によって販売されている。さらには，とかちペ
レット協同組合の事業は，製品の製造による社
会貢献の機能も重要であるが，仕事が少ない足
寄地域で雇用を創造するという点でも機能して
いる。

図表 3　ソーシャル・ビジネスの機能

1 経済的支援の機能

2 人的支援の機能

3 経済的・人的に支援された団体による社会貢献す
る機能

4 主たる事業で社会貢献する機能

5 主たる事業に対象の人々を参加させることで社
会貢献する機能

6 対象参加による事業で行う機能

7 ファンドレイジングの機能

8 社会的責任投資（SRI : Social Responsibility In-
vestment）の機能

　出所 : 平井譲二他［2012］を一部修正
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⑥　 対象参加による事業で行う社会貢献の機
能

第 6に，特定目的を持つ企業や団体が行う従
たる事業が社会貢献の機能を持つものである。
この場合には，その企業や団体が提供するサー
ビスや製品が社会貢献の機能を持つことや，社
会貢献対象の人々をこの従たる事業に参加させ
ることもありうる。当該企業や団体の主たる事
業による収益がこれら従たる事業の経済的基盤
となっている。企業による CSR活動と呼ばれ
るものの多くはこの機能と考えてよいだろう。
さらに，コーズ・リレーテッド・マーケティン
グ（cause related marketing）14）の活動などもこ
れらに含まれるだろう。
⑦　ファンドレイジングの機能
第 7に，ファンドレイジング（fund raising）

の機能がある。寄付を経済基盤に活動している
団体・組織に対して，ファンド（資金）を集め
る専門的な仕事の機能である。日本ではいまだ
確立されていないが，欧米では既に一般化して
おり，イベント，広報，マーケティングなどの
手法を駆使して，寄付を集める仕事である。有
能なファンドレイザー（資金を集める専門家）
はその仕事の成果として多くの報酬を獲得する
場合もある。
⑧　社会的責任投資の機能
これは投資とファイナンスの機能である。社

会的な責任を果たしていると考えられる一般の
営利企業に積極的に投資するという社会的責任
投資（SRI : social responsibility investment）と
いう概念がある。これは特定の企業のみを投資
対象とすることで，一般的な営利目的の投資と
の区別がむずかしい。
また，SRIの概念をさらに絞っていくと，ソー

14）　コーズ・リレーテッド・マーケティングは，
社会的目的マーケティングあるいは大義名分
型マーケティングとも訳され，商品の売上額の
数 %を慈善目的に寄付することをいう（管野
秀幸［2002］）。

シャル・ファイナンスの機能が見えてくる。こ
れは，従来の一般の金融機関に無視されていた
対象層にファイナンスする機能と，社会的課題・
問題の解決を主たる事業とする企業・団体に対
する金融的支援を行う機能の 2つに分類でき
る。

2.5.2.　ソーシャル・ビジネスの幅広い貢献

ソーシャル・ビジネスの受益者側に立って考
えてみると，受益者は個人から個人の集合体，
組織，団体，企業，地域社会，社会全体まで非
常に幅広いことがわかる。
たとえば，スワンベーカリーのビジネスに
よって，多くの障がい者の個人収入が増えて，
彼らの生活の質が向上することは，明らかに個
人が受益者になっているといえる。
また，外部からの寄付を受けて設備が改善さ
れた障がい者の共同作業所があるとすれば，そ
れは共同作業所が収益団体ではないため，共同
作業所が受益者となるのではなく，障がい者の
集合体が受益者であると考えた方が適切であろ
う。組織や団体への直接的な支援であっても，
それは当該の組織・団体が支援している個人の
集合体が受益者となると考えられるケースも多
く存在する。
さらに，ファンドレイジングの機能によって，
組織や団体の収入が拡大する場合には，団体が
受益者となる。当該組織や団体が支援している
個人の集合体が享受する利益は拡大するが，そ
の団体そのものも豊かになる場合が多いからで
ある。
一方，社会的責任投資の観点からは，一般の
営利企業もソーシャル・ビジネスの受益者とな
りうることがわかる。当該企業が営利活動を継
続しながらも，十分に社会的責任を果たしてい
ると第三者から認められるならば，彼らがその
企業に積極的に資本の支援をするからである。
また，とかちペレット協同組合は地元住民の
雇用を創造している。多くの産業誘致が雇用の
創造と地域の税収の増加を目的にしていること
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を考慮すると，雇用の創出によって個人レベル
での受益者が誕生していることのみならず，地
域社会全体が受益者となっていると考えられ
る。そして，再生可能エネルギーの推進事業は，
地域社会の経済発展にも寄与するとともに，長
期的な視点からは地球環境の保全に役立つもの
でもある。
このようにソーシャル・ビジネスの領域は，

その受益者が個人レベルから社会全体にまで広
がっており，幅広い貢献が可能である。利他的
な思いが根底にあるならば，実行する事業の内
容，実行する組織の形態，当該事業によって利
益を受ける主体など，その定義を厳格化するこ
とはあまり意味がないことといえよう。
さらには，ソーシャル・ビジネスには，ソー

シャル・アントレプレナー（社会的起業家ある
いは社会的企業家）やソーシャル・イノベーショ
ンとの関係性がある。
ソーシャル・アントレプレナーとは，解決が

求められている社会的問題・課題に取り組む
人々のことであり，その手法は，従来からのビ
ジネスの枠組みの中で新しい仕組みを導入し，
あるいはまったく新しいビジネスモデルを提案
し，それを事業として持続的に運営するとされ
ている15）。
ソーシャル・イノベーションとは，個人や組

織によってもたらされた何らかの変化であり，
その取り組みが生活者を巻き込む広がりを持つ
変化である。この定義では，収益モデルやビジ
ネスシステムから構成されるビジネスモデルの
革新そのものだけでは，ソーシャル・イノベー
ションとはみなされないといえる。私たち生活
者がそれまでとらわれていた常識や価値観，生
活感情などを大きく変える結果をもたらして，
はじめてこうした変革がソーシャル・イノベー
ションと認められると考えられる16）。

15）　平井譲二他［2012］
16）　平井譲二他［2012］

すなわち，ソーシャル・アントレプレナーは
ソーシャル・イノベーションを起こす際に，中
心的な役割を担うものとされる。

3.　「株式会社せん」の事例17）

これまでソーシャル・ビジネスの概念につい
て整理してきたが，ソーシャル・ビジネスの活
動領域や活動形態が実に多様であるとともに，
さまざまな活動主体が，社会的な課題や問題，
すなわち「環境」「雇用」「格差」「地域」「教育」
などをはじめとしながらも，未だに顕在化して
いない領域も含めた社会的課題・問題を解決す
るという目的を持っているところに特徴があ
る。
ここでは，秋田における一般の営利企業によ
る活動をソーシャル・ビジネスの事例として見
ていくこととする。

3.1.　「株式会社せん」の概要

「株式会社せん」（図表 4）は，「あきた舞妓」
の派遣事業や「あきた文化産業施設　松下」を
運営する一般の営利企業である。詳細について
は後述するが，秋田市に古くからある繁華街「川
反」には，戦前から戦後にかけて「川反芸者」
というお座敷文化があった。しかしながら，そ
うした「川反芸者」は地域の料亭の衰退ととも
に，やがて姿を消していった。
「株式会社せん」の代表者である水野千夏氏
（以下，敬称を略して，水野という。）は，首都
圏から故郷の秋田市へ Uターンして，新しい
事業を模索していた。その際に，以前は華やか
な秋田の繁華街「川反」に栄えていた「川反芸
者」の文化に着想を得て，言葉だけの存在だっ
た「秋田美人」を可視化して，「会える秋田美人」

17）　本事例のデータは，2017 （平成 29）年 5月
26日に株式会社せん代表取締役水野千夏氏へ
インタビュー調査した内容に基づくものであ
る。
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として構想したものが「あきた舞妓」の事業で
ある。
また，水野は，「あきた舞妓」の事業に併せ

て「あきた舞妓」の活動拠点として，秋田市の
千秋公園（佐竹氏が築城した久保田城址）にあっ
た「割烹 松下」を「あきた文化産業施設 松下」
として再生することができた。水野は，地域の
観光振興に貢献していくため，自治体や地元経
済界の支援を受けながら，「あきた文化産業施
設 松下」を拠点として，「あきた舞妓」事業を
展開している。

3.2.　事業の構想

水野は秋田県大仙市に生まれ，幼い頃に秋田
市に移り，そこで育った。その後，秋田市の高
校を経て，首都圏の大学へ進学した。2011（平
成 23）年 4月に，大学を卒業すると同時に首
都圏で就職するが，1年で「秋田が良い」と思
い直して帰郷を決心した。帰郷後は，地元のデ
ザイン会社の営業職として就職した。そこで，
仕事をしながら「秋田美人」をキーワードに秋
田を発信する事業を立ち上げようと勉強を始め
た。
そうした中で，秋田市の繁華街「川反」には

戦前から戦後にかけて「川反芸者」と呼ばれる
お座敷文化があったことを知った。「川反芸者」
は地域の料亭の衰退とともにやがて姿を消して
いった。しかし，水野は「川反芸者」の存在を
知ったことで，「秋田美人」を可視化できると
考え，実際に「秋田美人」に会うことができた

ら，おもしろいと思った。そして，水野は秋田
市の川反にある料亭の社長らに「川反芸者」に
関する話を聞くなどして，構想を詰めていった。
事業のネーミングについては，以前に姿を消
した「川反芸者」といわれても秋田市をイメー
ジできる人がほとんどいないと思ったため，「あ
きた舞妓」とした。また，既に先行している同
様の事業といえる「酒田舞妓（山形県酒田市）」
「やまがた舞子（山形県山形市）」「古町芸妓（新
潟県新潟市）」そして本場「京都の舞妓・芸姑」
などを勉強することで，「あきた舞妓」の事業
形態を固めていった。
また，「川反芸者」が姿を消したように，お
座敷だけでは事業として成り立たないと考えた
ため，「酒田舞妓」のように観光イベントなど
の事業も検討した。
そうして，水野は，「秋田美人」を観光資源
として，「会える秋田美人」のコンセプトを着
想して，「川反芸者」ではなく，それを再構成
して「あきた舞妓」と名付けて秋田を発信して
いこうと事業の構想をまとめていった。

3.3.　事業の立ち上げ

水野は，秋田市へ Uターンしてデザイン会
社で働きながら勉強を重ねて，事業計画書を作
成していたが，会社に対して失礼だと思って，
会社を辞めることとした。その会社は，デザイ
ン事業以外にもさまざまな事業を展開していた
こともあり，その傘下で事業を立ち上げてはど
うかとの話もあったが，それでは水野にとって
独自で起業することにはならないので，意味が
ないと思って，2013（平成 25）年 10月に会社
を辞した。
その後は，事業計画書を持って，出資を募る
ために株主候補へプレゼンテーションをして
回って，本気で応援してもらえる人を探した。
その努力が叶って，地元料亭などの企業経営者
に出資してもらい，2014（平成 26）年 4月 14

日に「株式会社せん」を設立することができた。

図表 4 「株式会社せん」の概要

所在地　秋田市千秋公園 1-3　松下
代表者　代表取締役　水野　千夏
資本金　650万円
設　立　平成 26年 4月 14日
株　主　地元の企業経営者など
事　業　 「あきた舞妓」の派遣事業，「あきた文化産

業施設松下」の運営など
従業員　 正社員 4名（舞妓 3名，カフェ担当 1名），

臨時員 2名
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設立後，すぐに「あきた舞妓」を募集したと
ころ，10人程の応募があった。それから選考
と育成を行って，2014（平成 26）年 8月 1日
に 3人の「あきた舞妓」がデビューした。

3.4.　事業の経過

2014（平成 26）年 8月 1日の営業開始から
仕事が入るわけもなく，10月ぐらいからよう
やく声が掛かるようになった。手始めに，観光
協会の県外イベントやお座敷にも呼ばれるよう
になり，水野も一緒に付いていった。また，水
野はいろいろな会合で「あきた舞妓」をアピー
ルしていった。
ところが，水野が一緒にお座敷に出ると，水

野が目立ってしまうこととなり，「あきた舞妓」
の印象が薄くなってしまうので，水野はお座敷
に出ることを控えた。会社を設立してから 4年
目になるが，これでやっていけるという感じに
は未だなっておらず，今でも怖くなることがあ
る。特に水野が妊娠出産で仕事に出なくなった
際には，売上げさえも落ちてしまったこともあ
る。

3.5.　事業の拠点「あきた文化産業施設　松下」

ある時，秋田市の千秋公園内にあった「割烹 

松下」を見つけた。当初はここで事業をやろう
ということではなく，「お化け屋敷」ようだと
思っていた。しかしながら，事業計画では「拠
点づくり」が必要だと考えていたため，「割烹 

松下」を再生することとした。総事業費は約
5,000万円で，クラウドファンディングで 1,000

万円，融資（プロジェクトファイナンス）で 2,000

万円，補助金 2,000万円を調達した。
そして，「あきた舞妓」の拠点として，2016（平

成 28）年 6月に「あきた文化産業施設 松下」 （以
下，「松下」という。） がスタートした。開業か
ら 1年程が経過したが，今後は宴会やイベント
を中心に集客を図っていくこととしている。ま
た，特に観光客の閑散期である冬期間の利用率

を上げていかなければならず，その対応を始め
ている。

3.6.　事業の現状

現在展開している「あきた舞妓」や「松下」
などの事業では，今のスタッフがもっと目立っ
てほしいと水野は考えている。今のスタッフが
「あきた舞妓」という文化を創っていくことが
大切である。
また，「松下」は観光事業に特化して，イン
バウンドと県内の他の観光地との連携に重点を
おいてやっていこうと検討している。その際に
は，旅行代理店に依存するのではなく，県内の
宿泊施設などに独自に売込んで，自らツアーを
企画していかなければならないと感じている。
さらに，インバウンドについては，ターゲット
を絞って誘致していくという取り組みが必要と
考えている。すべての外国人観光客を対象にし
ようとすると，拡散して何をすればよいのかわ
からなくなってしまうことが，その理由だった。

4.　事例に関する考察

前述した「株式会社せん」の事例について，
ソーシャル・ビジネスの観点から，以下に考察
することとしたい。

4.1.　社会的課題の解決

秋田県は，人口減少の進展が著しく，2017（平
成 29）年 4月には，東北地域ではじめて県の
人口が 100万人を切った。県や各市町村の自治
体は，少子高齢化や人口減少などの課題に対し
て，さまざまな政策的な対応を行っているが，
その効果がなかなか現れてこないのが実情であ
る。そこで，新たな取り組みとして，地域にお
ける交流人口いう視点から，地域活性化を実現
しようとしている。すなわち，地域の振興や活
性化を図っていくためには，観光などをはじめ
とする交流人口の拡大を図っていくことが重要
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となっている。
「株式会社せん」は，そういった地域の社会
的問題・課題に対して，地域を振興し，活性化
していくために，交流人口の増加を目指して，
観光振興に取り組んでいる。そうした取り組み
として，「川反芸者」の文化を再構成した「あ
きた舞妓」を創造するとともに，「割烹 松下」
を「松下」として再生することによって，新し
い観光資源を事業化してきた。

4.2.　ビジネス手法の利用

前述したように「株式会社せん」は，一般の
営利企業として設立された。これは，「社会的
課題の解決を国の政策や税金を使わずに，民間
がビジネス手法を使って解決すること」という
ソーシャル・ビジネスの定義にあるように，ま
さに「株式会社せん」はビジネス手法を利用し
ている。
つまり，「株式会社せん」は，一般の営利企

業として「あきた舞妓」の派遣事業や「松下」
の運営などを事業活動として展開することに
よって，地域の社会的課題を解決しようとして
いるといえる。また，「株式会社せん」は，そ
れらの事業を持続的に運営していくことに成功
している。

4.3.　事業への共感性の存在

「株式会社せん」には，地元の企業経営者な
どが出資している。また，その事業活動に対し
ては，地域における自治体（秋田県，秋田市な
ど），各種団体ならびに地元経済界などが支援・
協力を行っている。そこには，「株式会社せん」
が，観光振興による交流人口の拡大を目指して，
展開している事業活動に対して，地域の人々が
共感していると考えられる。
こうした共感性の存在は，「株式会社せん」

が展開している事業活動がソーシャル・ビジネ
スといえる証左に他ならないといえよう。

4.4.　ソーシャル・アントレプレナーの存在

本事例においては，「株式会社せん」を立ち
上げた水野が，ソーシャル・アントレプレナー
（社会的起業家あるいは社会的企業家）として
存在していることが特徴的である。
ソーシャル・アントレプレナーとは，解決が
求められている社会的問題・課題に取り組む
人々のことであり，その手法は，従来からのビ
ジネスの枠組みの中で新しい仕組みを導入し，
あるいはまったく新しいビジネスモデルを提案
し，それを事業として持続的に運営するとされ
ている。
まさに，水野は，観光振興による地域の活性
化を目指して，「あきた舞妓」や「松下」といっ
た新しいビジネスモデルを創出し，「株式会社
せん」という一般の営利企業を設立して，それ
らの事業を持続的に運営している。

4.5.　ソーシャル・イノベーションの視点

ソーシャル・イノベーションとは，個人や組
織によってもたらされた何らかの変化であり，
その取り組みが生活者を巻き込む広がりを持つ
変化である。この定義では，収益モデルやビジ
ネスシステムから構成されるビジネスモデルの
革新そのものだけでは，ソーシャル・イノベー
ションとはみなされないといえる。私たち生活
者がそれまでとらわれていた常識や価値観，生
活感情などを大きく変える結果をもたらして，
はじめてこうした変革がソーシャル・イノベー
ションと認められると考えられる。また，ソー
シャル・アントレプレナーはソーシャル・イノ
ベーションを起こす際に，中心的な役割を担う
ものとされる。
「株式会社せん」は，水野というソーシャル・
アントレプレナーが，「あきた舞妓」の派遣事
業や「松下」の運営などを新たなビジネスモデ
ルを実現するために，構築したものといえる。
こうした取り組みは，単なる新たなビジネスモ
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デルの構築には留まらず，地域の人々が持って
いた地域資源に対する認識を大きく変化させる
ソーシャル・イノベーションの萌芽といえるの
かもしれない。

5.　お わ り に

本論においては，ソーシャル・ビジネスの概
念を整理するとともに，その事例として，一般
の営利企業「株式会社せん」の事業活動を紹介
してきた。「株式会社せん」は，地域の社会的
問題・課題に対して，地域を振興し，活性化し
ていくために，交流人口の増加を目指して，観
光振興に取り組んでいる。そうした取り組みと
して，「川反芸者」の文化を再構成した「あき
た舞妓」を創造するとともに，「割烹 松下」を「あ
きた文化産業施設 松下」として再生すること
によって，新しい観光資源を事業化している。
「株式会社せん」は一般の営利企業として設
立されたが，社会的な課題・問題を解決してい
くという目的を持ったソーシャル・ビジネスと
も位置づけられるといえる。
以下には，本論における暫定的な結論を提起

するとともに，本論の限界と今後の課題につい
て触れておくこととしたい。

5.1.　暫定的な結論

東北地域においては，少子高齢化や人口減少
を解消することが叫ばれているが，地域の構造
的な問題を孕んでいるため，実際にはその根本
的な解決が困難な状況にある。そこで，新たな
取り組みとして，地域における交流人口いう視
点から，地域活性化を実現しようとしている。
すなわち，地域の振興や活性化を図っていくた
めには，観光などをはじめとする交流人口の拡
大を図っていくことが重要となっている。
今回の事例を見てみると，こうした地域にお

ける社会的な課題や問題を解決していくために
は，ソーシャル・ビジネスの観点から以下の 4

点を意識する必要がある。
①　 多様なソーシャル・アントレプレナーの

発掘
「株式会社せん」の事例は，観光振興による
交流人口の拡大を図っていくことで，地域の振
興や活性化を図っていこうとする取り組みであ
る。実際には，少子高齢化や人口減少などに伴
う社会的な問題・課題はそれだけには止まらず，
「環境」「雇用」「格差」「地域」「教育」などを
はじめとしながらも，未だに顕在化していない
領域にも存在していると考えられる。
これらの多様な社会的課題・問題を解決する
ためには，その課題・問題に応じた多様なソー
シャル・アントレプレナーを発掘していくこと
が求められる。多くのソーシャル・アントレプ
レナーが，社会的課題・問題を解決していくこ
とをミッションとして掲げ，強い意志を持って
事業活動を展開していくことが重要となろう。
②　 発掘したソーシャル・アントレプレナー

の育成・支援
発掘されたソーシャル・アントレプレナーに
対しては，地域として県や市町村の自治体や地
元経済界などが育成・支援していくことが望ま
れる。
「株式会社せん」の事例にもあったように，
新たな事業活動を展開していくうえでは，事業
計画策定時のアドバイスや創業時の資金提供な
どといった組織を立ち上げ時に必要な協力や支
援があげられる。また，組織立ち上げ後には，
自治体による事業環境を整備することでサポー
トしていくこともあるだろうし，地域として新
たな事業活動を紹介し，さらには利活用してい
くことで育成・支援していくことも重要となろ
う。
③　持続可能な新たなビジネスモデルの構築
ソーシャル・ビジネスは，ビジネス手法を利
用することで，採算性を意識して，事業活動を
展開していかなければならない。もちろん，一
般の営利企業では，事業活動の収益性を確保す
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ることが重要であるが，それ以外の組織におい
ても，事業活動の採算性を意識した持続可能な
ビジネスモデルの構築が求められることとな
る。
「株式会社せん」は，一般の営利企業として
設立されている。そこでは，事業活動による対
価をベースにした採算性を確保するとともに，
事業活動の継続性を意識した持続可能な新たな
ビジネスモデルが構築されていることはいうま
でもない。
④　ソーシャル・イノベーションの創出
ソーシャル・イノベーションとは，個人や組

織によってもたらされた何らかの変化であり，
その取り組みが生活者を巻き込む広がりを持つ
変化である。この定義では，収益モデルやビジ
ネスシステムから構成されるビジネスモデルの
革新そのものだけでは，ソーシャル・イノベー
ションとはみなされないといわれる。私たち生
活者がそれまでとらわれていた常識や価値観，
生活感情などを大きく変える結果をもたらし
て，はじめてこうした変革がソーシャル・イノ
ベーションと認められるものである18）。
「株式会社せん」の事例では，ソーシャル・
アントレプレナーということができる水野が，
「あきた舞妓」の派遣事業や「松下」の運営な
どを新たなビジネスモデルとして提起し，それ
らを実現するために「株式会社せん」が設立さ
れた。こうした取り組みは，単なる新たなビジ
ネスモデルの構築には留まらず，地域の人々が
持っていた地域資源に対する認識を大きく変化
させる萌芽といえるのかもしれない。しかしな
がら，「株式会社せん」の事業活動だけでは，ソー
シャル・イノベーションを喚起するのはむずか
しいものといわざるを得ない。
地域において，多様な社会的起業家を輩出し

て，それらの事業活動が重層的に展開されてい
くことによって，ソーシャル・イノベーション

18）　平井譲二他［2012］

を促していくことが有効と考えられる。

5.2.　本論の限界と今後の課題

本論では，ソーシャル・ビジネスの概念を整
理するとともに，その事例として，一般の営利
企業である「株式会社せん」を取りあげて考察
をしてきた。しかしながら，「株式会社せん」
はあくまでも地域におけるソーシャル・ビジネ
スの一例に過ぎず，秋田市だけでもソーシャル・
ビジネスと呼べる多様な組織や団体が実に多く
存在していることも事実である。本論では，そ
うした多様性を持ったソーシャル・ビジネスに
ついて深く論ずることができなかった。ここに
本論の限界があるといわざるを得ない。
最初に述べたようにソーシャル・ビジネスは，
その活動領域の多様さ，活動形態の多様さから，
その定義や意味は使用する人によって微妙に異
なっているのが現実である。そのため，ソーシャ
ル・ビジネスに関する研究もその蓄積がまだま
だ乏しいものとなっている。今後も筆者として
微力ではあるものの，こうした研究を継続して
いく所存である。
一方で，ソーシャル・ビジネス，ソーシャル・
アントレプレナーそしてソーシャル・イノベー
ションなどその周辺領域に関する研究が積み重
ねられ，研究分野として，その厚みを増すこと
によって，ソーシャル・ビジネスなどの解明が
進展することを望んでやまない。本論がソー
シャル・ビジネスなどの研究分野をさらに活発
化する契機となれば幸いである。
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